
事業名 団体等名称
1 花桃公園の周辺整備 下熊谷はぐくむ会
2 備中とと道トレイル推進事業 備中とと道トレイル推進協議会
3 出雲街道保存伝承事業「つながる出雲街道（Ⅲ）を歩こう会」 出雲街道　勝山宿の会
4 旭川河畔における拠点形成と地域再生のプロジェクト NPO法人アートファーム
5 ）間の島島（ ぶ遊を季四の島石白 白石島 もやいの会
6 備前福岡の市 20周年記念パンフレット作成事業 備前福岡の市圏地産地消推進協議会
7 ヤギで除草作業を行うことで、高齢者 •子どもたち •新規就農者が 共に支え合う地づくり２ コンシーデレ山手
8 被災した古民家を再生した災害弱者のための復興拠点づくり NPO法人ぶどうの家わたぼうし
9 自然から生きる力を学ぶ場をつくる （一社）ふるさと資源開発研究会
10 温井ダム聖地化インスタレーション 愛の呪文アーチリング聖地化プロジェクト
11 ふれあい広場づくり 大道田まちづく支援の会
12 大野西国街道整備事業 大野歴史ガイドの会
13 街道めぐり事業・砂鉄とたたら製鉄と牛市で栄えた宿場町「比和」 比和ゆめ街道ネットワーク
14 東城アートプロジェクト　－歴史的建造物の利活用とアートと音楽を融合した周辺地域の魅力向上事業－ 東城路まちなみ協議会
15 石州街道出口地区周辺賑わい創出事業 石州街道出口地区まちづくり協議会
16 河川堤防を活用した賑わいづくり NPO法人伊賀和志江の川鐵道
17 川と道で巡る広島の歴史探訪 NPO法人地域DX推進協議会
18 氏風亭で学ぶ茶道文化 信岡家住宅保存会
19 RiverDo! 太田川を体感しよう！ 2025 RiverDo! 川辺コンソーシアム
20 まちなか西国街道「街道継承」プロジェクト まちなか西国街道推進協議会
21 （一社）My Japan
22 「里山まるごと木漏れ日計画」実現による唯一無二のまちづくり 「鹿野の風」プロジェクト
23 周防大島ジャカランダの花で紫色に染めるプロジェクト 周防大島ジャカランダの会
24 「柳井にっぽん晴れ街道」ブランド力向上プロジェクト 柳井にっぽん晴れ街道協議会
25 花と学びの郷　整備と利活用促進事業 楢原ゆうあい会
26 赤間関街道中道筋の保存整備と活用イベントによる魅力発信事業 赤間関街道中道筋連絡協議会
27 501再発見 ! 秋の椹野川ウォーク 椹野川再発見ウォークの会
28 岩国の怪道を歩いて地域を知る活動 岩国物の怪地図研究会
29 新因幡ラインの美しい景観　八東川水系の環境を守ろう 日本風景街道新因幡ライン協議会
30 法勝寺川・小松谷川を中心とする里づくり 尚徳さくらの里づくり推進協議会
31 やくろ青空市の会と来町者を繋ぐ交流会 やくろ青空市の会
32 宍道湖畔おもてなし体験事業 NPO法人水の都プロジェクト協議会
33 赤川ほたる保護活動 赤川ほたる保存会
34 つくって灯そう、スノーキャンドル いいなんい～な　実行委員会
35 高津川水辺の未来をつくる（ミズベリング支援） 万葉の里　高津未来の会

事    業    名 団体等名称
1 身近な自然を調べ、世界を考えよう 広島ジュニア自然科学クラブ
2 夏休み親子体験活動 NPO法人しまね体験活動支援センター 
3 古道津和野街道継承プロジェクト NPO法人佐伯山里くらぶ

令和７年度中国地方地域づくり等助成事業　実施団体

令和７年度中国地方地域づくり等助成事業（次世代を担う子供達の体験学習支援タイプ）の決定について

中国地方
地域づくり等
助成事業募集

みなさんの手で
地域特性を生かした
独自の地域づくりを !!

令和８年度

https://www.ccba.or.jp/

ボランティア団体等による
意欲的な事業を募集します。

鳥取支部 〒680-0911　鳥取市千代水 3-45
  TEL 0857-37-3235　FAX 0857-37-3238

島根支部 〒693-0023　出雲市塩冶有原町 5-9-1
  TEL 0853-20-7133　FAX 0853-20-7131

本部（広島） 〒733-0012　広島市西区中広町三丁目 25番 15号
　総合窓口 TEL 082-577-0006（土日祝を除く　10:00 ～ 17:00）　FAX:082-577-0003

岡山支部 〒700-0922　岡山市北区東古松南町 4-5
  TEL 086-224-2431　FAX 086-223-4833

山口支部 〒747-0024　防府市国衙 1-3-15
  TEL 0835-22-6551　FAX 0835-22-6742

申請に関する問い合わせ　相談窓口 本部または支部へご連絡ください

募集期間
令和7年10月15日（水）～
　　　　　12月15日（月）

一般社団法人

中国建設弘済会一般社団法人

中国建設弘済会



助 成 事 業 の 概 要

募 集 案 内

　中国地方の豊かな自然や文化を活かし、地域の交流・連携による一体的で活力ある地域づくり
を行うには、地域の知恵や工夫と積極的かつ意欲的な取り組みが最も重要となっています。
　このため、一般社団法人中国建設弘済会（以下、「弘済会」という。）は、平成１５年度より地
域づくりに取り組むボランティア活動に対し、助成支援を行っています。
　今年度も令和８年度に実施する「中国地方地域づくり等助成事業」を広く募集しますので、ご
応募をいただきますようお願いいたします。

一般社団法人　中国建設弘済会　理事長

事業対象は、（一社）中国建設弘済会の目的「災害防止や国土の利用、整備又は保全、環境に関
する事業を通じて、国土及び地域社会の健全な発展に寄与する」に沿った営利を目的としない
公益性の高い中国地方における事業とします。
特に、人口の減少、少子高齢化が進む地域社会において、河川・道路を題材に環境保全や観光、
文化、歴史、自然等の地域資源を活用する事業への支援を通じて、地域づくり、地域活性化に
寄与することを目的とする事業を対象とします。なお、以下に示す事業は「助成の対象外」と
しています。

助成の対象外事業
①　法人、組合等の本来業務と見なされる事業及び法人または特定の個人の利益を目的とする事業
②　行政が行う慣例的な行事・イベントの事業
③　物品、施設等の購入・整備・補修を目的とする事業

　

①　助成期間は、単年度（令和 7年 4月 1日～令和 8年 2月末まで）とします。
②　助成額は助成事業１件につき概ね 30万円（消費税を含む）を上限とします。

　事業の助成は最長 3ヶ年を限度とします。なお、同一事業の継続申請については、過年度
の助成事業成果報告書及び申請書を審査の上、助成の採否を決定します。

①　事業実施者の組織運営のための管理費、人件費（臨時雇用者を含む）は助成の対象外と
します。

②　飲食費は助成の対象外とします。ただし、ボランティア活動の参加者のお茶代等は総額
1万円までは助成の対象とします。

③　物品購入費用は、総額 5 万円まで助成の対象とします。ただし、物品 1 個あたりの価格
は 2万円を上限とします。

④　活動に使用されるパソコン、プリンターなど汎用性のある備品の購入は助成の対象外と
します。

⑤　講師及び指導員などの謝金・交通費は総額 3万円までを助成の対象とします。
⑥　その他活動経費について不明瞭な点は弘済会企画本部にご相談下さい。

　申請書の事業内容に基づき、選定委員会で審査し、助成事業を決定します。

　審査結果は、弘済会から申請者全員に選定の採否及び助成額を書面で通知します。
　（令和 8年 3月下旬頃予定）

①　助成事業は申請書にもとづき、誠実に事業実施者が行うものとします。
②　助成事業の実施にあたり弘済会から支援を受けていることが判るよう、成果品（看板・
チラシ等）に『助成支援：（一社）中国建設弘済会』、又は『この事業は ( 一社 ) 中国建設
弘済会の助成を受けています』と明記をお願いします。

③　弘済会が助成事業報告会を実施する際、発表の協力をお願いします。

　申請書の提出にあたっては、ホームページの「中国地方地域づくり等助成事業募集要領」
を熟読のうえ、ご応募下さい。

募集方法

募集対象事業

その他

①　応募申請の受付及び相談窓口は、弘済会本部（広島県内）、各県の所在支部とします。
　　応募用紙は、（一社）中国建設弘済会のホームページをご覧下さい。
　　（http://www.ccba.or.jp）よりダウンロードできます。
②　所定の“助成事業応募申請書”の様式に必要事項を記入し、定められた期日までに受
付窓口に提出又は郵送をして下さい。

　　なお、申請書及び添付書類等は、事業選定の採否に関わらず返却できませんのでご了
承下さい。

③　応募数は、個人又は１団体あたり原則１件とします。
④　応募にかかる必要な費用はすべて応募者の負担とします。

助成の内容

助成経費における留意点

助成事業の決定

事業の継続申請

審査結果の通知

助成事業の実施等

令和 7年１0月15日（水）～１２月15日（月）（必着）

「次世代を担う子供たちの体験学習支援タイプ」
募集対象事業
　中国地方において、次世代を担う子供たち（小学生・中学生・高校生等）を対象に、（一社）中
国建設弘済会の目的（災害防止や国土の利用、整備又は保全・環境に関する事業を通じて、国
土及び地域社会の健全な発展に寄与する）に関連する体験学習等の活動に対し、事業の助成を
行います。

募集方法、助成の内容、留意点　等
　公募の数は、1団体当たり 1件とし、助成期間は、当該年度の 4月から 1年間を原則とし継続を
妨げません。
　その他申請書の提出にあたっては、（一社）中国建設弘済会のホームページ「次世代を担う子供た
ちの体験学習支援タイプ」をご覧ください。


